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第１節　屋外広告物の表示による景観形成の考え方

福岡市では、良好な景観を形成、風致の維持及び公衆に対する危害を防止するため、屋外広
告物を表示・設置する際のルールとして、屋外広告物法に基づき屋外広告物条例を定めていま
す。

自然豊かな地域、賑わいのある繁華街など、地域やまちの個性に応じた景観となるよう、福岡
市内を５つの地域に区分して、それぞれの地域にふさわしい規格基準を定めるほか、原則として
屋外広告物の表示ができない「禁止地域」や、地域特性に応じ、地区ごとに規格基準を設ける「都
市景観形成地区」などを定めています。　

第２節　屋外広告物を掲出する物件の設置に関する行為の制限

①福岡市全域

屋外広告物を掲出するとき、掲出している広告物を変更したり、改造したりするときなどは、原
則として事前に許可が必要です。また、禁止地域や禁止物件には、原則として広告物を表示する
ことはできません。

屋外広告物を計画するにあたっては、本計画に定める行為の制限のうち、屋外広告物にかかる
行為の制限（全ゾーン（P36～37）及び各ゾーン（P38～39））について考慮するとともに、屋外広
告物条例に定める地域区分ごとの規格基準を遵守する必要があります。

地域区分ごとの規格基準や、禁止地域等に関すること等、屋外広告物に関することは、「屋外
広告物の手びき」を参照してください。

②都市景観形成地区

都市景観形成地区においては、上記に加え、地区ごとに独自の規格基準を定めています。屋外
広告物の計画にあたっては、地域特性にあった広告物景観とするため、景観形成方針を踏まえ、
屋外広告物の行為の制限を遵守する必要があります。地区ごとの詳細は、各地区の地区別編冊
子をご覧ください。

屋外広告物を設置する場合は、地区ごとの規格基準に適合するよう、事前協議を行ってくださ
い。

屋外 広告物の表示及び 屋外 広告物を
掲出する物 件の設 置に関する行 為の
制限に関する事項
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地域の区分（「屋外広告物の手びき」より）

壁面設置広告物（広告板）
（壁面利用広告物）


